
使用済の炭は
もえないごみの日に
　夏場を迎え、バーベキューなど
で炭を行う機会が増えると思いま
す。
　使った炭をごみ
で出すときは、き
ちんと消火を確認
し、炭だけでまと
めて丈夫な袋に入
れ、「炭」と書いて記名をし、「も
えないごみの日」に出してくださ
い。（灰と同じ出し方です。）
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既
に
有
効
期
限
が
平
成
22
年

7
月
31
日
ま
で
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
減
額
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
で
、
引
き
続
き
減
額
認
定

証
の
交
付
対
象
と
な
る
方
（
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
）
に
、
７
月

下
旬
に
、
新
し
い
減
額
認
定
証
を

送
付
し
ま
す
。

　

新
し
い
減
額
認
定
証
が
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
ら
、保
険
証
同
様
、

住
所
や
氏
名
な
ど
の
内
容
を
確
認

の
う
え
、
古
い
減
額
認
定
証
は
間

違
い
を
避
け
る
た
め
必
ず
ご
自
身

で
裁
断
す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
場
合
は
「
減
額
認

定
申
請
書
」
の
提
出
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、市
民
環
境
課

で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

減
額
認
定
申
請
の
必
要
な
方

①
「
適
用
区
分
Ⅱ
」
に
該
当
す
る

方
の
う
ち
、
過
去
１
年
間
の
入
院

日
数
が
91
日
以
上
と
な
る
『
長
期

入
院
該
当
』
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
方

②
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け

自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

保
険
証
を
更
新
す
る
際
、
平

成
22
年
8
月
1
日
か
ら
平
成
23

年
7
月
31
日
ま
で
の
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合
を
、
平
成
21
年

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

更
新
分
の
保
険
証
は
８
月
１
日
か
ら

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　

今
年
の
８
月
１
日
か
ら
ご
使
用

い
た
だ
く
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
証
を
、
７
月
26
日
以
降

に
、
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
所

に
「
転
送
不
要
」
扱
い
で
郵
送
し

ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
カ
ー
ド
型

で
、
色
は
黄
色
か
ら
桃
色
に
変
わ

り
ま
す
。
有
効
期
限
は
平
成
23

年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
住
所
・
氏
名
な
ど

の
記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
古
い
保

険
証
は
、間
違
い
を
避
け
る
た
め
、

必
ず
ご
自
身
で
裁
断
す
る
な
ど
し

て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

◇平成 22 年度の住民税課税所得が 145 万円以上
　の被保険者の方と、その方と同一世帯の被保険者
　の方

医療費の自己負担割合
負担割合が「3 割」となる方

◇被保険者全員の平成 22 年度の市町村民税課税所
　得が 145 万円未満の方
◇平成 22 年度の住民税課税所得が 145 万円以上
　で下記に該当し、「基準収入額の適用申請」をして認
　定された方

負担割合が「１割」となる方

・被保険者複数世帯で被保険者の方の収入合計額が
  520 万円未満の方
・被保険者１名世帯で、自身の収入額が 383 万円未満の方
・被保険者１名世帯で自身の収入額が 383 万円以 上だ
  が、同一世帯の 70 歳から74 歳の方の収入を含めた
  収入合計額が 520 万円未満の方

『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

 

減
額
認
定
証
』を
更
新
し
ま
す

た
こ
と
が
な
い
方
で
、
は
じ
め
て

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
。　
　

○
持
ち
物　
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
証
・
印
鑑
・
申
請
さ
れ
る
方

の
身
分
証
明
と
な
る
物
（
免
許
証

な
ど
）、
入
院
日
数
の
わ
か
る
領

収
書（
長
期
入
院
該
当
申
請
の
場
合
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
の
納
め
方
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
「
特

別
徴
収
」
と
、
納
入
通
知
書
に
よ

り
ご
自
分
で
金
融
機
関
に
お
支
払

い
、
も
し
く
は
口
座
振
替
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
「
普
通
徴
収
」
が

あ
り
ま
す
。

　
４
月
か
ら
の
「
特
別
徴
収
」
と

な
ら
な
か
っ
た
方
で
保
険
料
が
決

定
し
た
方
に
、「
平
成
22
年
度 

後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
と
併
せ
て
「
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知
書
」

を
お
送
り
し
ま
し
た
。
現
金
で
お

支
払
い
と
な
る
方
は
、
納
入
通
知

書
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
金
融

機
関
で
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
普
通
徴
収
と
な
る
方
に

納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
し
た

国
保
に
加
入
の

70
歳
未
満
の
方
が
対
象

　

入
院
時
は
医
療
費
が
高
額
に

な
り
、
通
常
の
負
担
割
合
で
は
一

か
月
の
支
払
が
10
万
円
単
位
に
な

る
こ
と
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
で
す
が
、
事
前
に
手
続
き
を
す

る
こ
と
で
、
病
院
へ
の
支
払
い
を

自
己
負
担
限
度
額
以
内
（
別
表
）

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
こ
の
制
度
を
利
用
せ
ず
、
自
己

負
担
限
度
額
以
上
の
医
療
費
を

病
院
に
支
払
っ
た
場
合
は
、
後
日

市
役
所
へ
限
度
額
と
支
払
額
の
差

額
を
請
求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

更
新
手
続
き

　

現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限
が

７
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

８
月
以
降
も
引
き
続
き
認
定
証
が

必
要
な
方
は
、
忘
れ
ず
に
更
新
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

認
定
証
の
交
付
は
随
時
可
能

入
院
前
に
手
続
き
を

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

ま
ず
市
役
所
の
国
保
窓
口
へ
申
請

し
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交

付
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ

の「
限
度
額
適
用
認
定
証
」と「
保

険
証
」
を
入
院
し
て
い
る
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
病
院
へ
の
支

払
い
は
自
己
負
担
限
度
額
以
内
に

な
り
ま
す
（
保
険
診
療
対
象
分
に

限
り
ま
す
。
食
事
代
、
個
室
・
寝

巻
の
使
用
料
、
文
書
代
な
ど
は
含

ご
存
知
で
す
か
？
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

入
院
時
に
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
を
軽
減

窓口での自己負担限度額支払い手続の順序

①病院で受診し
 　　入院が決まる

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は

７
月
末
。
必
要
な
方
は
更
新
を

下水道排水設備工事責任技術者講習等のお知らせ
【お問い合わせ・お申し込み】　上下水道課 下水道係　☎ 62-3111　内線 295

　　　平成 22 年度の下水道排水設備工事責任技術者講習および
　　試験が次のとおり行われます。
　■受験講習　・期日　９ 月14日（火）　・会場　サンパルテ山王（長野市）
　■試　　験　・期日　10月23日（土）　・会場　サンパルテ山王（長野市）
　■申込期間　  7 月26日（月）～ 8 月6日（金）（土日を除く）
　　　　　　　　　（午前 9 時～午後 5 時）

責任技術者登録の県内統一実施制度が導入されます
　これまで市町村ごとにおこなっていた「責任技術者登録業務」を、平成
22 年12 月1日から長野県下水道公社が受託し県内統一にて実施するこ
とになりました。従って、12 月1日以降は下水道公社において責任技術
者登録（新規・更新）の受付・登録事務がおこなわれます。なお、現在
お持ちの責任技術者証は期限まで有効です。次回更新の際には下水道公
社で手続きをしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

【
お
問
い
合
わ
せ
】
市
民
環
境
課 

国
保
年
金
係 

☎
�
３
１
１
１ 

内
線
１
５
４

【
お
問
い
合
わ
せ
】
市
民
環
境
課 

国
保
年
金
係 

☎
�
３
１
１
１ 

内
線
１
５
４

み
ま
せ
ん
）

　

な
お
、
こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ

る
の
は
申
請
し
た
月
か
ら
で
す
。

　
入
院
し
た
月
の
翌
月
以
降
に
申

請
し
た
場
合
、
前
の
月
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
の
認
定
証
交
付
は
で
き
ま

せ
ん
。

③病院へ入院。
認定証を医療機関に
提示し、限度額まで
を支払う

住民税課税世帯 住民税課税世帯（一般） 住民税課税世帯（上位）※
３５，４００円 ８０，１００円　＋

（医療費総額 ｰ 267 千円）×１％
１５０，０００円　＋

（医療費総額 ｰ 500 千円）×１％
※ 国保税基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯

（別表）　　　１か月の自己負担限度額

中
の
収
入
な
ど
に
基
づ
き
、
左
表

の
と
お
り
判
定
し
ま
す
。

※
８
月
１
日
以
降
で
、
判
定
に
係

る
所
得
額
や
世
帯
判
定
対
象
者

の
構
成
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
な

ど
に
は
、
随
時
、
一
部
負
担
金
の

割
合
を
判
定
し
直
し
ま
す
。

　
一
部
負
担
金
の
割
合
に
変
更
が

生
じ
た
場
合
は
、
保
険
証
の
有
効

期
限
内
で
あ
っ
て
も
、
新
し
い
保

険
証
を
交
付
し
ま
す
。そ
の
際
は
、

古
い
保
険
証
は
絶
対
に
使
用
し
な

い
で
、
市
民
環
境
課
に
返
還
し
て

く
だ
さ
い
。

8 月１日からの新しい保険証（桃色）

【お問い合わせ】市民環境課 生活環境係
☎ 62-3111 内線 191 192

平
成
22
・
23
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率

▽
均
等
割
額　
３
万
６
２
２
５
円

▽
所
得
割
率　
６
．
８
９
パ
ー
セ
ン
ト

②市役所で手続きし、認定証の
　 交付を受ける
■手続きに必要な持ち物
①保険証　②印鑑　
③本人確認のできる身分証明書
■その他
・手続きは代理の方でもかまいません
・国保税の滞納がある
 世帯には、認定証の
 交付はできません


